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1

西
太
一
宮
を
お
祀
り
す
る

―
北
宋
の
官
僚
文
人
の
生
活
と
文
学

村
越
貴
代
美

は
じ
め
に

北
宋
の
哲
宗
元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
秋
、
都
の
西
太
一
宮
で
祭
祀
が
行
わ
れ
た
。
当
時
、
蘇
軾
と
黄
庭
堅
は
と
も
に
都
に
い
て
、

蘇
軾
は
「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
四
首
」
を
作
り
、
黄
庭
堅
は
「
次
韻
韓
川
奉
祠
西
太
一
宮
四
首
」
を
作
っ
た
。
い
ず
れ
も
韓
川
の

「
奉
祠
西
太
一
宮
四
首
」（
散
逸
）
に
和
し
た
も
の
。
韓
川
は
監
察
御
史
と
し
て
行
香
使
の
役
目
を
仰
せ
つ
か
り
、
奉
祠
し
た
。
韓
川
は

『
宋
史
』
巻
二
四
七
に
伝
が
あ
る
。

蘇
軾
（
一
○
三
七
～
一
一
○
一
）
と
黄
庭
堅
（
一
○
四
五
～
一
一
○
五
）
の
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
に
残
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
張
耒（
１
）

に
も
「
和
子
瞻
西
太
一
宮
祠
二
首
」
が
あ
る
。
王
安
石
（
一
○
二
一
～
一
○
八
六
）
に
は
「
題
西
太
一
宮
壁
二
首
」「
西
太
一
宮
楼
」

が
あ
り
、
蘇
軾
が
「
西
太
一
見
王
荊
公
旧
詩
偶
次
其
韻
二
首
」
を
作
り
、
黄
庭
堅
も
「
次
韻
王
荊
公
題
西
太
一
宮
壁
二
首
」
を
作
っ
た
。
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王
安
石
、
字
は
介
甫
、
号
は
半
山
、
臨
川
（
江
西
省
撫
州
市
）
の
人
。
科
挙
に
合
格
し
進
士
と
な
っ
た
後
、
地
方
官
を
歴
任
し
て
い

た
が
、
熙
寧
年
間
に
政
治
改
革
を
訴
え
た
上
奏
文
が
注
目
さ
れ
て
翰
林
学
士
に
抜
擢
さ
れ
、
ほ
ど
な
く
宰
相
と
な
っ
て
新
法
を
実
施
す

る
。
し
か
し
改
革
に
反
対
す
る
勢
力
も
あ
り
、
王
安
石
ら
を
新
法
党
、
反
対
派
を
旧
法
党
と
見
な
し
て
、
両
党
の
争
い
が
北
宋
末
ま
で

続
く
。
欧
陽
脩
や
司
馬
光
、
程
顥
、
蘇
軾
・
蘇
轍
兄
弟
、
黄
庭
堅
ら
は
、
旧
法
党
で
あ
る
。

新
旧
両
党
の
争
い
は
長
く
か
つ
複
雑
で
、
ど
の
時
点
に
誰
の
立
場
か
ら
見
る
か
で
様
相
が
変
わ
っ
て
く
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者

の
関
心
は
も
と
も
と
宋
詞
の
集
大
成
者
と
も
称
さ
れ
る
周
邦
彦
（
一
○
五
六
～
一
一
二
一
）
が
、
神
宗
の
時
代
に
抜
擢
さ
れ
て
、
以
後
、

新
法
党
の
一
員
と
し
て
生
涯
を
浮
沈
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
王
安
石
の
新
法
が
施
行
さ
れ
た
の
が
神
宗
の
熙
寧
二
年
（
一
○
六
九
）、

周
邦
彦
が
新
法
に
よ
る
政
治
改
革
を
称
賛
す
る
内
容
の
「
汴
都
賦
」
を
献
上
し
た
の
が
元
豊
六
年
（
一
○
八
三
）、
翌
元
豊
七
年
（
一

○
八
四
）
に
太
学
生
か
ら
太
学
正
に
抜
擢
さ
れ
て
官
途
を
歩
み
始
め
た
が
、
そ
の
翌
年
の
三
月
に
神
宗
が
三
十
八
歳
で
崩
御
し
、
哲
宗

が
十
歳
で
即
位
、
太
皇
太
后
高
氏
が
垂
簾
政
治
を
行
い
、
新
法
を
廃
止
す
る
。
周
邦
彦
は
元
祐
年
間
の
二
年
春
、
都
を
出
さ
れ
、
廬
州

教
授
に
赴
任
し
た
。
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
都
へ
や
っ
て
き
た
の
が
、
蘇
軾
門
下
の
人
々
と
さ
れ
る
。

と
く
に
黄
庭
堅
に
注
目
し
て
み
る
と
、
蘇
軾
と
知
遇
を
得
た
の
が
神
宗
の
元
豊
元
年
（
一
○
七
八
）、
こ
の
年
、
黄
庭
堅
は
北
京

（
今
の
河
北
省
大
名
府
）
で
国
士
監
教
授
を
勤
め
て
い
た
。
三
十
四
歳
。「
古
風
（
一
作
古
詩
）
二
首
」
を
作
り
、
蘇
軾
に
送
っ
て
、
称

賛
さ
れ
た
。
こ
の
頃
、
王
安
石
の
新
法
に
反
対
す
る
立
場
の
人
々
は
、
た
と
え
ば
欧
陽
脩
は
致
仕
を
願
い
出
て
潁
州
（
今
の
安
徽
省
阜

陽
）
に
隠
棲
し
、
蘇
軾
は
杭
州
通
判
に
左
遷
さ
れ
、
弟
の
蘇
轍
も
地
方
へ
左
遷
さ
れ
、
司
馬
光
は
洛
陽
へ
去
っ
て
『
資
治
通
鑑
』
の
編

纂
に
専
念
し
て
い
た
。
黄
庭
堅
が
蘇
軾
に
送
っ
た
「
古
風
二
首
」
は
、
梅
や
松
に
託
し
て
蘇
軾
を
誉
め
、
い
ま
は
時
節
が
適
っ
て
い
な

い
だ
け
で
あ
り
、
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西太一宮をお祀りする

但
使
本
根
在	

但
だ
本
根
を
し
て
在
ら
し
め
ば

棄
捐
果
何
傷	

棄
捐
せ
ら
る
る
と
も　

果
し
て
何
ぞ
傷
ま
ん

根
元
さ
え
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
棄
て
ら
れ
て
も
少
し
も
悲
し
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
と
蘇
軾
を
慰
め
て
い
る
（「
古
風
二

首
」
其
一
）。
王
安
石
自
身
は
息
子
の
王
雱
を
亡
く
し
た
こ
と
も
あ
り
、
熙
寧
十
年
（
一
○
七
七
）
に
致
仕
、
隠
棲
し
て
い
た
。

元
豊
八
年
（
一
○
八
五
）
三
月
、
神
宗
が
崩
御
す
る
。
司
馬
光
ら
旧
法
党
が
都
に
呼
び
戻
さ
れ
、
青
苗
法
・
募
役
法
な
ど
新
法
を

次
々
に
廃
止
し
た
。
江
寧
に
隠
棲
し
て
い
た
王
安
石
は
大
い
に
嘆
い
た
と
い
う
が
、
翌
元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
四
月
、
江
寧
で
死
去

し
た
。
ま
た
司
馬
光
も
同
じ
年
の
九
月
に
死
去
し
、
新
法
・
旧
法
と
も
に
リ
ー
ダ
ー
を
失
い
、
以
後
、
政
策
を
め
ぐ
る
論
争
と
い
う
よ

り
は
、
苛
烈
な
権
力
闘
争
へ
と
堕
し
て
い
く
。

哲
宗
も
元
符
三
年
（
一
一
○
○
）
に
二
十
四
歳
と
い
う
若
さ
で
崩
御
し
、
哲
宗
の
弟
で
あ
る
端
王
趙
佶
が
即
位
し
て
徽
宗
と
な
る
。

当
初
垂
簾
政
治
を
布
い
た
向
太
后
は
新
旧
両
党
の
融
和
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
一
年
後
に
急
死
し
、
徽
宗
の
親
政
が
始
ま
る
。
蔡
京
が

寵
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
旧
法
党
に
大
弾
圧
を
加
え
、
崇
寧
元
年
（
一
一
○
二
）、
司
馬
光
ら
旧
法
党
の
百
十
九
人
（
後

に
三
百
九
人
に
増
え
た
）
を
元
祐
姦
党
と
称
し
て
石
に
刻
み
、
宮
殿
の
側
に
建
て
さ
せ
た
（
元
祐
党
籍
碑
）。
さ
ら
に
旧
法
党
の
人
々

の
書
い
た
詩
文
は
、
発
禁
処
分
と
な
っ
た
。

海
南
島
ま
で
追
放
さ
れ
て
い
た
蘇
軾
は
、
融
和
が
図
ら
れ
た
時
期
に
赦
さ
れ
て
都
へ
戻
る
途
中
で
客
死
し
、
黄
庭
堅
は
崇
寧
二
年

（
一
一
○
三
）
に
讒
言
を
受
け
て
宜
州
（
今
の
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
）
へ
流
刑
と
な
り
、
崇
寧
四
年
九
月
三
十
日
、
そ
の
地
で
病
没

し
た
。
名
誉
が
回
復
さ
れ
た
の
は
、
南
宋
の
度
宗
の
時
代
で
あ
る
。
文
節
の
諡
号
が
贈
ら
れ
た
。

崇
寧
四
年
と
い
う
の
は
、
前
年
に
道
士
魏
漢
津
が
主
張
し
た
律
の
算
出
方
法
が
採
用
さ
れ
、
九
鼎
を
鋳
造
し
た
年
で
あ
る
。
七
月
、
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魏
漢
津
律
に
よ
る
九
鼎
（
帝
鼎
と
八
鼎
）
が
鋳
造
さ
れ
、
八
月
二
十
六
日
、
劉
昺
（
後
に
大
晟
府
の
大
司
楽
に
就
任
す
る
）
の
説
に
従

っ
て
新
楽
が
制
作
さ
れ
、
崇
政
殿
で
百
官
に
九
鼎
と
九
鼎
楽
が
披
露
さ
れ
た
。
翌
日
、
新
楽
に
「
大
晟
楽
」
の
名
が
与
え
ら
れ
る
と
共

に
、
大
晟
楽
を
管
理
す
る
機
関
と
し
て
大
晟
府
が
置
か
れ
た
。
後
に
周
邦
彦
が
提
挙
（
長
官
）
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

大
晟
府
設
立
を
推
進
し
た
蔡
京
の
子
、
蔡
絛
が
九
鼎
鋳
造
の
玄
妙
さ
と
華
々
し
い
披
露
の
様
子
を
『
鉄
囲
山
叢
談
』
巻
一
に
記
し
て

い
る
。崇

寧
甲
申
議
作
九
鼎
、
有
司
即
南
郊
為
冶
、
用
中
夜
、
時
上
為
致
粛
不
寐
、
至
是
於
寝
望
之
、
焚
香
而
再
拝
焉
、
既
乃
就
寝
、
傍

四
鼓
矣
。
忽
有
神
光
達
禁
中
、
政
燭
福
寧
殿
、
紅
赤
異
常
。
宮
殿
於
是
尽
明
如
昼
、
殆
暁
始
熄
。
鼎
一
鋳
而
成
、
廼
取
佑
神
観
旁

地
立
九
成
宮
、
随
其
方
為
室
、
成
九
室
以
奠
鼎
、
命
魯
公
為
奉
安
礼
儀
使
。
又
方
其
講
事
也
、
輒
有
群
鶴
幾
数
千
万
飛
其
上
、
蔽

空
不
散
。
翌
日
上
幸
之
、
而
群
鶴
以
千
餘
又
来
、
雲
為
変
色
、
五
彩
光
艶
。
上
亦
随
方
入
其
室
、
焚
香
為
再
拝
、
従
臣
皆
陪
祀
於

下
。崇

寧
甲
申
（
三
年
＝
一
一
○
四
年
）
に
九
鼎
の
鋳
造
が
議
論
さ
れ
、
有
司
（
官
吏
）
が
南
郊
外
で
冶
金
し
た
。
夜
中
に
な
っ
て

も
、
天
子
は
身
を
正
し
た
ま
ま
寝
宮
で
待
ち
、
香
を
焚
い
て
再
拝
し
た
。
就
寝
し
た
時
は
四
鼓
（
午
前
二
時
）
に
近
か
っ
た
。

た
ち
ま
ち
神
々
し
い
光
が
禁
中
に
達
し
、
福
寧
殿
は
燭
を
採
っ
た
よ
う
に
異
常
に
赤
く
な
っ
た
。
宮
殿
は
昼
の
よ
う
に
明
る
く
、

明
け
方
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
光
は
止
ん
だ
。
完
成
し
た
鼎
は
、
佑
神
観
の
そ
ば
の
土
地
を
選
ん
で
九
成
宮
を
建
て
、
各
方

角
に
九
室
を
作
っ
て
奠
定
さ
れ
、
魯
公
（
蔡
京
）
が
奉
安
礼
儀
使
（
九
鼎
を
安
定
す
る
お
役
目
）
に
命
じ
ら
れ
た
。
事
の
次
第

を
述
べ
る
や
、
た
ち
ま
ち
鶴
の
群
が
数
千
万
も
そ
の
上
を
飛
び
、
空
を
お
お
っ
て
去
ら
な
か
っ
た
。
翌
日
天
子
が
幸
臨
さ
れ
る

と
、
群
鶴
は
ま
た
千
羽
以
上
も
飛
来
し
、
雲
の
色
が
変
わ
り
五
色
の
光
が
輝
い
た
。
天
子
は
方
位
に
従
っ
て
室
に
入
り
、
香
を
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西太一宮をお祀りする

焚
い
て
再
拝
し
、
臣
下
も
み
な
続
い
て
参
拝
し
た
。

都
で
華
々
し
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
頃
、
黄
庭
堅
は
流
罪
人
と
し
て
家
族
と
離
れ
、
宣
州
で
寂
し
く
病
ん
で

い
た
。
崇
寧
四
年
正
月
元
日
か
ら
八
月
二
十
九
日
ま
で
、
六
十
一
歳
で
亡
く
な
る
約
一
ヶ
月
前
ま
で
の
日
記
「
宣
州
乙
酉
家
乗
」
を
黄

庭
堅
は
残
し
て
い
る
が
、
庇
護
し
て
く
れ
る
友
人
が
い
て
、
手
紙
や
送
り
物
を
し
ば
し
ば
受
け
、
怒
り
や
怨
み
は
見
え
ず
、
淡
々
と

日
々
を
過
ご
し
て
い
る
も
の
の
、
八
月
に
入
る
と
天
候
だ
け
を
「
晴
」
と
記
す
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
最
後
の
日
の
日
記
も
、「
晴
」

の
一
字
で
あ
る
。

未
来
を
見
通
せ
る
は
ず
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
周
邦
彦
と
黄
庭
堅
が
北
宋
の
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
コ
イ
ン
の
表
と
裏
の
よ
う
な
生
涯

を
送
っ
た
の
も
偶
然
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
秋
の
西
太
一
宮
で
の
祭
祀
前
後

に
作
ら
れ
た
詩
を
読
む
と
、
宋
代
の
い
わ
ゆ
る
「
官
僚
文
人
」
の
生
活
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
く
に
「
官
僚
」
部
分
の

一
端
が
垣
間
見
え
る
よ
う
に
思
え
る
。

西
太
一
宮
で
お
祀
り
を
し
た
元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
秋
、
神
宗
は
前
年
三
月
に
崩
御
し
て
哲
宗
の
親
政
が
始
ま
り
、
王
安
石
は
四

月
に
亡
く
な
っ
て
い
て
、
都
に
呼
び
戻
さ
れ
た
司
馬
光
は
ま
だ
存
命
で
あ
り
、
苛
烈
な
権
力
闘
争
の
前
夜
と
も
言
う
べ
き
時
期
で
あ
っ

た
。
黄
庭
堅
は
旧
法
党
と
さ
れ
た
が
、「
神
宗
皇
帝
挽
詞
三
首
」「
王
文
恭
公
挽
詞
二
首
」
を
作
り
、
蘇
軾
に
も
「
神
宗
皇
帝
挽
詞
三

首
」
が
あ
る
。
後
に
司
馬
光
が
死
去
す
る
と
、
黄
庭
堅
は
「
司
馬
文
正
公
挽
詞
四
首
」
も
作
っ
た
。
新
旧
両
党
の
争
い
が
、
ま
だ
そ
れ

ほ
ど
先
鋭
化
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
で
あ
る
。

政
治
的
な
見
解
が
対
立
し
て
い
て
も
、
文
学
者
と
し
て
は
互
い
に
一
目
置
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
王
安
石
、
蘇
軾
、
黄
庭
堅
ら
の
交

流
の
様
子
を
、
作
品
を
通
し
て
見
て
み
た
い
。
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一
、
西
太
一
宮
に
つ
い
て

太
一
（
太
乙
、
泰
一
）
は
太
一
星
、
北
辰
（
北
斗
、
北
極
星
）
の
こ
と
。
太
一
に
対
す
る
信
仰
は
古
く
、
楚
国
に
お
い
て
は
最
上
位

の
神
だ
っ
た
。

楚
辞
「
九
歌
」
の
最
初
の
歌
と
し
て
、「
東
皇
太
一
」
が
あ
る
。
以
下
、
藤
野
岩
友
氏
の
解
釈（
２
）
に
従
っ
て
少
し
丁
寧
に
「
東
皇
太

一
」
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
「
東
皇
」
と
あ
る
の
は
楚
の
都
の
東
に
祠
が
あ
り
、
東
の
天
帝
に
配あ
わ

せ
祀
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
偉
大
な
唯

一
の
神
と
し
て
、
こ
れ
を
「
太
一
」
と
呼
び
、
福
祥
を
祈
っ
た
。
巫
女
に
よ
り
上
演
さ
れ
た
神
舞
歌
劇
の
歌
詞
を
、
若
い
頃
の
屈
原
が

作
詞
し
た
と
さ
れ
る
。

冒
頭
は
、
主
祭
者
に
よ
る
祭
り
の
始
ま
り
の
挨
拶
。

吉
日
兮
辰
良
、	

こ
の
吉
日
、
こ
の
良
き
時
、

穆
将
愉
兮
上
皇
。	

謹
ん
で
神
を
歓
ば
せ
奉
り
ま
す
。

続
い
て
巫
女
た
ち
が
唱
う
。
主
祭
者
の
剣
を
捧
げ
て
拝
礼
。

撫
長
剣
兮
玉
珥
、	

長
剣
の
玉
の
柄つ
か
が
し
ら頭
を
撫
で
つ
つ
拝
礼
を
行
う
と
、

璆
鏘
鳴
兮
琳
琅
。	

チ
リ
ン
チ
リ
ン
と
琳
琅
（
佩お
び

玉
）
が
鳴
り
響
く
。
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神
坐
の
奉
納
。

瑤
席
兮
玉
瑱
、	

玉
の
敷
物
、
玉
の
お
さ
え
、

盍
将
把
兮
瓊
芳
。	

美
し
く
芳
し
い
花
の
枝
を
手
に
と
り
、
さ
あ
舞
い
出
で
よ
。

供
え
物
の
奉
納
。

蕙
肴
蒸
兮
蘭
藉
、	

蕙
（
蘭
の
一
種
）
の
肉
粽
、
蘭
を
敷
き
、

奠
桂
酒
兮
椒
漿
。	

肉
桂
の
酒
と
山
椒
の
飲
み
物
も
、
お
供
え
し
た
。

楽
舞
の
奉
納
。

揚
枹
兮
拊
鼓
、	

バ
チ
を
あ
げ
、
鼓
を
打
ち
、

疏
緩
節
兮
安
歌
、	

拍
子
は
ゆ
る
く
、
し
ず
か
に
歌
い
、

陳
竽
瑟
兮
浩
倡
。	

竽
（
ふ
え
）
と
瑟
（
こ
と
）
を
な
ら
べ
て
、
盛
ん
に
歌
う
。

神
の
降
臨
。
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霊
偃
蹇
兮
姣
服
、	

霊
（
神
の
憑
依
し
た
巫
女
）
は
し
な
や
か
に
舞
い
、
衣
装
も
美
し
く
、

芳
菲
菲
兮
満
堂
。	

手
に
し
た
花
の
香
り
が
、
神
堂
に
満
ち
る
。

五
音
紛
兮
繁
会
、	

音
楽
が
鳴
り
響
け
ば
、

君
欣
欣
兮
楽
康
。	

神
は
よ
ろ
こ
び
、
楽
し
み
安
ん
じ
た
ま
う
。

「
九
歌
」
は
、「
東
皇
太
一
」
の
ほ
か
「
雲
中
君
」「
湘
君
」
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
が
、
最
高
神
で
あ
る
東
皇
太
一
は
、
天
上
の
四
神

（
雲
中
君
・
大
司
命
・
少
司
命
・
東
君
）
と
地
上
の
四
神
（
河
伯
・
湘
君
・
湘
夫
人
・
山
鬼
）
を
従
え
て
、
風
雨
や
水
害
、
旱
魃
、
飢

饉
、
疫
病
な
ど
を
つ
か
さ
ど
る
。
そ
こ
で
歌
や
踊
り
で
も
て
な
し
て
、
災
い
を
避
け
る
の
で
あ
る
。

漢
代
に
な
る
と
、
北
極
星
は
天
帝
太
一
神
の
居
所
で
あ
り
、
北
極
星
を
中
心
と
す
る
星
座
は
天
上
世
界
の
宮
廷
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
紫
宮
や
紫
微
宮
と
よ
ば
れ
た
。『
淮
南
子
』
に
「
紫
宮
者
、
太
一
之
居
也
（
紫
宮
は
、
太
一
の
居
な
り
）」
と
あ
り
、

『
史
記
』「
天
官
書
」
に
「
中
宮
、
天
極
星
、
其
一
明
者
、
太
一
常
居
也
（
中
宮
に
天
極
星
あ
り
、
其
の
一
の
明
な
る
者
に
は
、
太
一
常

居
す
る
な
り
）」
と
あ
る
。

漢
の
武
帝
は
方
士
謬
忌
の
建
議
を
受
け
入
れ
て
、
太
一
を
五
帝
の
上
に
置
き
、
太
一
壇
を
つ
く
っ
て
天
一
・
地
一
・
太
一
の
三
神
を

祀
っ
た
（『
史
記
』「
封
禅
書
」）。
後
漢
・
鄭
玄
は
太
一
を
北
辰
の
神
の
名
と
考
え
、『
周
易
乾
鑿
度
』
の
注
で
さ
ら
に
、
八
卦
に
配
当

さ
れ
た
九
つ
の
宮
殿
（
九
宮
）
を
順
次
め
ぐ
っ
て
い
く
「
太
一
九
宮
の
法
」
を
記
し
た
。

唐
代
に
な
る
と
、
天
の
九
宮
（
太
一
・
摂
提
・
軒
轅
・
招
揺
・
天
符
・
青
竜
・
咸
池
・
太
陰
・
天
一
）
を
九
神
が
支
配
し
、
北
辰
に

い
る
太
一
神
が
易
の
八
卦
に
配
当
さ
れ
た
九
宮
を
巡
行
す
る
に
と
も
な
い
、
九
宮
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
地
上
の
九
つ
の
分
野
（
冀

州
・
荊
州
・
青
州
・
徐
州
・
豫
州
・
雍
州
・
梁
州
・
揚
州
・
袞
州
）
に
水
害
や
旱
魃
、
兵
乱
、
政
変
な
ど
の
災
厄
が
生
じ
る
と
さ
れ
、
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朝
廷
で
は
太
一
神
の
巡
行
を
推
算
し
、
九
つ
の
宮
殿
（
九
宮
貴
神
壇
）
を
設
け
て
春
と
秋
に
大
規
模
な
祭
祀
を
お
こ
な
っ
た（
３
）。

巡
行
す
る
順
序
は
、
図（
４
）の
と
お
り
。
八
卦
に
配
当
さ
れ
た
地
の
八
宮
を
巡
行
し
、
四
宮
ご
と
に
中
央
に
帰
る
。

宋
代
に
な
っ
て
も
「
九
宮
貴
神
」
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
同
じ
く
太
一
神
を
祀
る
「
十
神
太
一
」
が
加
わ
り
、
し
ば
ら
く

併
用
さ
れ
た
。
哲
宗
の
元
祐
年
間
に
「
両
者
は
異
な
っ
た
祭
祀
で
神
の
職
掌
も
異
な
る
」
と
の
議
論
が
出
て
、
以
後
は
分
離
さ
れ
た
。

十
神
太
一
は
、
宋
・
沈
括
『
夢
渓
筆
談
』
に
よ
れ
ば
、
一
か
ら
十
ま
で
順
に
「
太
一
」「
五
福
太
一
」「
天
一
太
一
」「
地
太
一
」「
君

基
太
一
」「
臣
基
太
一
」「
民
基
太
一
」「
大
遊
太
一
」「
九
気
太
一
」「
十
神
太
一
」
で
（
十
神
の
名
称
は
諸
説
あ
り
）、「
五
福
太
一
（
太

乙
）」
が
臨
む
地
に
は
、
兵
災
や
疾
病
が
生
じ
な
い
と
さ
れ
た
。

五
福
太
一
は
、
巡
行
し
て
四
十
五
年
ご
と
に
一
宮
進
む
。
太
宗
の
太
平
興
国
六
年
（
九
八
一
）、
三
年
後
に
五
福
太
一
が
黄
室
巽
宮
、

す
な
わ
ち
呉
越
の
分
野
に
臨
む
と
い
う
こ
と
で
、
蘇
州
に
太
一
宮
を
築
い
て
祀
っ
た
。
し
か
し
都
か
ら
遠
く
、
天
子
が
親
し
く
謁
す
る

に
不
便
な
の
で
、
同
じ
方
角
で
都
に
近
く
、
蘇
州
の
名
に
ち
な
ん
だ
蘇
村
に
太
一
宮
を
建
て
よ
と
建
言
す
る
者
が
い
て
、
採
択
さ
れ
た
。

以
後
、
都
に
太
一
宮
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
四
十
五
年
ご
と

九宮貴神配置・遷位図

６
乾
　
宮

（
青
龍
）

１
坎
　
宮

（
太
一
）

８
艮
　
宮

（
太
陰
）

７
兌
　
宮

（
咸
池
）

５
中
　
宮

（
天
符
）

３
震
　
宮

（
軒
轅
）

２
坤
　
宮

（
摂
提
）

９
離
　
宮

（
天
一
）

４
巽
　
宮

（
招
揺
）

（西北） （北） （東北）

（西）

（南）（西南） （東南）

（東）

に
建
て
た
太
一
宮
は
、
以
下
の
と
お
り
（
計
画
か
ら
完
成
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ

二
～
三
年
を
要
し
て
い
る
）。

太
平
興
国
六
年
（
九
八
一
）　

蘇
州
に
太
一
宮
を
作
る
。

太
平
興
国
八
年
（
九
八
三
）　	

太
一
宮
（
都
城
南
、
蘇
村
）、
後
の
東
太

一
を
作
る
。

天
聖
六
年
（
一
○
二
八
）　　

	

西
太
一
宮
（
都
城
西
南
、
八
角
鎮
）
を

作
る
。
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熙
寧
四
年
（
一
○
七
三
）　　

中
太
一
宮
（
都
城
内
）
を
作
る
。

政
和
八
年
（
一
一
一
八
）　　

北
太
一
宮
（
都
城
西
北
隅
）
を
作
る
。

西
太
一
宮
に
は
十
神
が
祀
ら
れ
（『
玉
海
』
巻
一
〇
〇
）、
前
殿
に
五
福
・
君
基
・
大
遊
の
三
太
一
が
祀
ら
れ
た
（
宋
・
宋
敏
求
『
春

明
退
朝
録
』）。

「
九
宮
貴
神
」
と
「
十
神
太
一
」
は
、
お
祀
り
す
る
時
期
が
異
な
る
。

「
九
宮
貴
神
」
は
、
春
秋
（
春
秋
二
仲
）
に
祀
る
。「
十
神
太
一
」
は
、
毎
年
の
四
立
日
（
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
）
に
百
官
を

遣
わ
し
、「
昏
か
ら
朝
ま
で
」
祀
っ
た
。
宋
・
龐
元
英
『
文
昌
雑
録
』
巻
四
に
、「
立
春
、
祭
東
太
一
宮
。
立
夏
、
立
冬
、
祭
中
太
一
宮
。

立
秋
、
祭
西
太
一
宮
（
立
春
、
東
太
一
宮
を
祭
る
。
立
夏
・
立
冬
、
中
太
一
宮
を
祭
る
。
立
秋
、
西
太
一
宮
を
祭
る
）」
と
あ
る
。

太
一
神
は
風
雨
水
旱
を
職
掌
と
す
る
の
で
、
雨
乞
い
を
し
た
り
、
祈
り
が
届
い
て
雨
が
降
っ
た
場
合
に
は
お
礼
を
し
た
。
春
の
例
と

し
て
、『
宋
史
』
仁
宗
本
紀
に
「（
慶
暦
七
年
三
月
）
辛
丑
、
祈
雨
於
西
太
一
宮
、
及
還
遂
雨
。（
嘉
祐
七
年
三
月
）
乙
丑
、
祈
雨
於
西

太
一
宮
（
慶
暦
七
年
［
一
○
四
七
］
の
三
月
辛
丑
、
雨
ふ
る
を
西
太
一
宮
に
祈
り
、
還
る
に
及
ん
で
遂
に
雨
ふ
る
。
嘉
祐
七
年
［
一
○

六
二
］
の
三
月
乙
丑
、
雨
を
西
太
一
宮
に
祈
る
）」
と
あ
り
、
雨
が
降
っ
た
お
礼
の
記
録
と
し
て
、『
玉
海
』
巻
三
十
に
「
慶
暦
七
年
春

旱
。
…
…
（
三
月
）
辛
丑
、
幸
西
太
一
宮
祈
雨
。
…
…
四
月
丁
未
、
幸
西
太
一
宮
、
謝
雨
。
壬
子
、
御
殿
復
膳
、
又
賜
喜
雨
詩
一
章
、

以
勉
之
（
慶
暦
七
年
春
、
旱
た
り
。
…
…
三
月
辛
丑
、
西
太
一
宮
に
幸
し
雨
ふ
る
を
祈
る
。
…
…
四
月
丁
未
、
西
太
一
宮
に
幸
し
、
雨

ふ
る
を
謝
す
。
壬
子
、
御
殿
に
て
復
た
膳
し
、
又
た
喜
雨
詩
一
章
を
賜
い
、
以
て
之
を
勉
す
）」、『
玉
海
』
巻
一
〇
〇
に
「
嘉
祐
七
年

三
月
乙
丑
、
祈
雨
。
庚
午
、
謝
雨
。
宋
祁
作
太
一
新
宮
頌
（
嘉
祐
七
年
三
月
乙
丑
、
雨
ふ
る
を
祈
る
。
庚
午
、
雨
ふ
る
を
謝
す
。
宋
祁
、

太
一
新
宮
頌
を
作
る
）」
と
あ
る（
５
）。

こ
の
よ
う
な
儀
礼
（
斎
醮
）
で
使
用
さ
れ
る
祈
禱
文
を
、
青
詞
と
い
う
。
斎
は
、
も
の
い
み
。
醮
は
、
災
厄
を
消
除
す
る
方
法
の
一
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つ
で
、
夜
中
に
星
空
の
下
で
酒
や
乾
肉
な
ど
の
供
物
を
並
べ
、
神
を
祭
っ
て
文
書
を
上
奏
す
る
儀
礼
。
青
詞
は
、
道
士
が
作
る
こ
と
も

あ
る
が
、
文
人
官
僚
が
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
詩
文
集
か
ら
は
削
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、
欧
陽
脩
に
五
十
一
首
、
王
安
石

に
二
十
六
首
、
蘇
軾
に
十
七
首
の
青
詞
が
あ
る
と
い
う（
６
）。

黄
庭
堅
に
も
「
祈
雨
青
詞
」
が
あ
り
、
ま
た
「
祈
雨
文
三
首
」「
玉
山
祈
雨
文
」
な
ど
も
あ
る
。

以
上
、
西
太
一
宮
が
天
聖
六
年
（
一
○
二
八
）
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
、
お
祀
り
は
毎
年
立
秋
の
日
に
行
わ
れ
、
と
く
に
雨
を
祈
願
す

る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
、
祈
禱
文
（
青
詞
）
を
文
人
官
僚
も
書
い
た
こ
と
、
雨
が
降
る
と
お
礼
に
詩
を
作
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
分
か

っ
た
。

元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
の
西
太
一
宮
で
の
祭
祀
に
関
係
し
た
人
物
と
し
て
、
ま
ず
韓
川
は
、
哲
宗
の
元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
三

月
に
監
察
御
史
と
な
り
、
行
香
使
の
役
目
を
つ
と
め
た
。「
奉
祠
西
太
一
宮
四
首
」
を
作
っ
た
が
、
そ
の
詩
は
伝
わ
ら
な
い
。
蘇
軾
と

黄
庭
堅
が
韓
川
の
詩
に
次
韻
し
、
張
耒
は
蘇
軾
の
詩
に
次
韻
し
た
。

司
馬
光
が
復
権
し
、
旧
法
党
と
さ
れ
て
地
方
へ
出
さ
れ
て
い
た
人
々
を
都
へ
呼
び
戻
し
、
黄
庭
堅
が
都
に
着
い
た
の
は
前
年
の
九
月
、

秘
書
省
校
書
郎
と
な
る
。
蘇
軾
は
十
月
に
礼
部
郎
中
を
以
て
召
還
す
る
と
知
ら
せ
を
聞
い
た
が
、
各
地
を
め
ぐ
っ
て
、
都
へ
着
い
た
の

は
十
二
月
。
こ
の
前
年
に
は
金
陵
（
今
の
南
京
）
に
隠
棲
し
て
い
る
王
安
石
を
訪
ね
て
「
次
荊
公
韻
四
絶
」
を
作
っ
て
い
る
。

以
下
、
年
表
風
に
ま
と
め
る（
７
）と

、

元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
正
月
、
蘇
軾
は
七
品
の
服
を
以
て
延
和
殿
に
侍
し
、
銀
緋
を
賜
っ
た
。

正
月
、
蘇
軾
と
黄
庭
堅
、
は
じ
め
て
顔
を
あ
わ
せ
る
。
詩
の
や
り
と
り
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
。

三
月
十
四
日
、
蘇
軾
、
中
書
舎
人
と
な
る
。

四
月
六
日
、
王
安
石
が
亡
く
な
っ
た
。
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六
月
十
六
日
、
黄
庭
堅
・
張
耒
（
ら
九
人
）
学
士
院
考
試
、
主
考
官
は
蘇
軾
。

七
月
立
秋
、
西
太
一
宮
を
祀
る
。

九
月
一
日
、
司
馬
光
が
亡
く
な
っ
た
。

九
月
十
二
日
、
蘇
軾
、
翰
林
学
士
と
な
る
。

二
、
黄
庭
堅
の
「
次
韻
韓
川
奉
祠
西
太
一
宮
四
首
」

ま
ず
黄
庭
堅
の
「
次
韻
韓
川
奉
祠
西
太
一
宮
四
首
」
を
、
一
首
ず
つ
見
て
い
く（
８
）。

　
　

其
一

万
霊
未
対
甘
泉
、	

万
霊　

未
だ
甘
泉
に
対
せ
ず

五
福
間
祀
迎
年
。	

五
福　

迎
年
を
間
祀
す

旍
旗
三
斿
半
偃
、	

旍
旗
の
三
斿　

半
ば
偃ふ

し

風
馬
雲
車
闖
然
。	

風
馬　

雲
車　

闖
然
た
り

天
子
さ
ま
は
黄
帝
の
よ
う
に
神
々
を
甘
泉
に
お
迎
え
す
る
の
で
は
な
く
、
五
福
太
一
だ
け
を
祀
っ
て
豊
年
を
お
祈
り
に
な
る
。

霊
旗
の
は
た
あ
し
が
半
ば
な
び
い
て
、
神
は
不
意
に
、
風
馬
雲
車
に
乗
っ
て
降
臨
さ
れ
た
。

「
万
霊
」
は
神
々
。「
甘
泉
」
は
、
太
一
（
泰
一
）
を
祀
っ
た
場
所
。
長
安
の
都
の
西
北
、
甘
泉
山
に
秦
の
始
皇
帝
が
造
っ
た
離
宮
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（
林
光
宮
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
武
帝
が
拡
大
し
た
。『
漢
書
』「
郊
祀
志
上
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る（
９
）。

毫
人
謬
忌
奏
祠
泰
一
方
、
曰
、「
天
神
貴
者
泰
一
、
泰
一
佐
曰
五
帝
。
古
者
天
子
以
春
秋
祭
泰
一
東
南
郊
、
日
一
太
牢
、
七
日
、

為
壇
開
八
通
之
鬼
道
。」
於
是
、
天
子
令
太
祝
立
其
祠
長
安
城
東
南
郊
、
常
奉
祠
如
忌
方
。
…
…
斉
人
少
翁
以
方
見
上
。
…
…
又

作
甘
泉
宮
、
中
為
台
室
、
画
天
地
泰
一
諸
鬼
神
、
而
置
祭
具
以
致
天
神
。
…
…
其
後
又
作
柏
梁
、
銅
柱
、
承
露
仙
人
掌
之
属
矣
。

毫
県
の
謬
忌
が
泰
一
を
祀
る
方
法
に
つ
い
て
奏
上
し
た
、「
天
の
神
々
で
も
っ
と
も
貴
い
の
は
泰
一
で
す
。
泰
一
を
補
佐
す
る

の
が
五
帝
で
す
。
い
に
し
え
は
、
天
子
は
春
と
秋
に
東
南
の
郊
外
で
泰
一
を
お
祭
り
し
、
毎
日
一
匹
ず
つ
太
牢
（
牛
羊
豚
の
犠

牲
）
を
七
日
間
そ
な
え
て
、
祭
壇
を
築
い
て
神
霊
の
た
め
に
八
本
の
道
を
開
き
ま
し
た
」
と
。
そ
こ
で
天
子
（
武
帝
）
は
太
祝

の
官
に
、
長
安
の
東
南
の
郊
外
に
祠
を
建
て
さ
せ
、
い
つ
も
謬
忌
の
や
り
方
に
従
っ
て
お
祀
り
し
た
。
…
…
（
の
ち
に
）
斉
の

少
翁
が
方
術
に
よ
っ
て
天
子
に
見
え
た
。
…
…
ま
た
甘
泉
宮
を
造
り
、
中
に
高
台
の
あ
る
部
屋
を
設
け
、
天
一
・
地
一
・
泰
一

な
ど
も
ろ
も
ろ
の
神
々
を
描
き
、
祭
祀
の
品
々
を
そ
ろ
え
て
天
の
神
を
招
き
寄
せ
よ
う
と
し
た
。
…
…
の
ち
に
ま
た
柏
梁
台
の

銅
柱
や
承
露
仙
人
掌
な
ど
を
造
っ
た
。

は
じ
め
長
安
の
東
南
の
郊
外
に
祠
を
建
て
て
祀
っ
て
い
た
が
、
方
士
た
ち
に
言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
、
徐
々
に
大
掛
か
り
に
な
っ
て
い

っ
た
様
子
が
分
か
る
。

「
万
霊
未
対
甘
泉
」
に
対
し
て
、
黄
庭
堅
の
弟
子
の
任
淵
は
、『
漢
書
』「
郊
祀
志
」
に
「
黄
帝
接
万
霊
於
明
庭
。
明
庭
者
、
甘
泉
也

（
黄
帝
万
霊
を
明
庭
に
接
す
。
明
庭
は
甘
泉
な
り
）」
と
あ
り
、
ま
た
「
武
帝
定
郊
祀
之
礼
、
祀
泰
一
於
甘
泉
、
就
陽
位
也
（
武
帝
郊
祀

の
礼
を
定
め
、
泰
一
を
甘
泉
に
祀
る
。
陽
位
に
就
け
る
な
り
）」
と
あ
る
、
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
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前
後
を
読
む
と
、
泰
一
を
祀
る
目
的
は
、
天
子
が
不
老
長
寿
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
。
武
帝
は
「
あ
あ
本
当
に
黄
帝
の
よ
う
に
な
れ
る

な
ら
、
妻
や
子
を
棄
て
る
の
は
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
な
も
の
だ
（
嗟
乎
、
誠
得
如
黄
帝
、
吾
視
去
妻
子
如
脱
屣
耳
）」
と
嘆
い
て

い
る
の
だ
が
、
儀
式
の
や
り
方
な
ど
興
味
深
い
の
で
、
少
し
長
く
な
る
が
訳
文）

（1
（

だ
け
引
用
す
る
。

（
斉
の
公
孫
卿
が
武
帝
の
質
問
に
答
え
て
、
斉
の
申
公
の
説
を
述
べ
る
に
は
）「
漢
の
皇
帝
も
や
は
り
泰
山
に
登
っ
て
封
禅
を
と
り

行
う
べ
き
で
す
。
封
禅
す
れ
ば
仙
人
と
な
っ
て
昇
天
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
…
…
黄
帝
は
戦
争
を
す
る
一
方
、
仙
術
を
学
び
、

民
衆
が
彼
の
行
為
を
非
難
す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
そ
こ
で
鬼
神
を
非
難
す
る
も
の
を
き
り
殺
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
百
余
年
を
経

過
し
た
あ
と
で
、
神
と
通
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
…
…
黄
帝
は
八
百
万
の
神
々
と
、
明
庭
の
地
で
接
せ
ら
れ
ま
し
た
。
明
庭

と
は
甘
泉
の
こ
と
で
す
し
、
黄
帝
の
昇
仙
さ
れ
た
寒
門
の
地
は
仲
山
の
谷
口
で
あ
り
ま
す
。
黄
帝
は
首
山
か
ら
銅
を
採
っ
て
、
鼎

を
荊
山
の
ふ
も
と
で
鋳
造
さ
れ
ま
し
た
。
鼎
が
完
成
す
る
と
、
あ
ご
ひ
げ
を
垂
し
た
龍
が
下
っ
て
来
て
、
黄
帝
を
迎
え
ま
し
た
。

龍
は
そ
こ
で
飛
翔
し
ま
し
た
。
そ
の
他
の
身
分
の
低
い
家
来
た
ち
は
龍
に
乗
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
で
誰
も
彼
も
龍
の
ひ
げ
に

し
が
み
つ
き
ま
し
た
。
龍
の
ひ
げ
が
抜
け
て
墜
落
し
、
黄
帝
の
弓
を
落
と
し
ま
し
た
。
人
々
は
そ
れ
を
仰
ぎ
見
て
い
ま
し
た
。

…
…
」

　

…
…
（
天
子
は
）
ま
た
甘
泉
に
行
幸
し
、
祠
官
の
寛
舒
ら
に
泰
一
神
の
祭
壇
を
と
と
の
え
さ
せ
た
。
そ
の
祭
壇
は
薄
（
毫
）
県
、

謬
忌
の
泰
一
神
に
倣
い
、
壇
は
三
重
で
あ
っ
た
。
五
帝
の
祭
壇
は
環
状
に
そ
の
下
に
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
方
角
の
通
り
に

（
赤
帝
は
東
と
い
う
よ
う
に
）
配
さ
れ
た
。
黄
帝
の
祭
壇
は
西
南
に
置
か
れ
、
八
本
の
神
霊
の
通
路
は
避
け
た
。
泰
一
神
の
お
供

え
は
、
雍
の
供
え
物
の
よ
う
に
し
、
に
ご
り
酒
・
棗
・
ほ
し
肉
の
類
を
加
え
、
一
頭
の
氂か
ら

牛う
し

を
殺
し
て
、
祭
器
に
盛
る
犠
牲
の
品

と
し
た
。
…
…
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祠ま
つ
り

が
終
れ
ば
、
お
下
が
り
の
酒
肉
は
み
な
火
を
入
れ
ら
れ
た
。
牛
の
色
は
白
で
、
白
鹿
を
牛
の
中
に
入
れ
、
彘こ
ぶ
た

は
鹿
の
中
に

置
き
、
鹿
の
中
に
は
水
と
酒
を
入
れ
た
。
太
陽
を
祭
る
に
は
牛
を
用
い
、
月
を
祭
る
に
は
羊
か
彘
を
用
い
た
。
泰
一
神
の
祭
主
は

紫
色
で
縫
取
り
の
あ
る
着
物
を
着
た
。
…
…

　

十
一
月
辛
巳
は
朔
日
で
冬
至
に
あ
た
る
。
天
子
は
夜
明
け
前
に
初
め
て
郊
の
祭
で
泰
一
神
を
拝
さ
れ
、
朝
に
な
る
と
太
陽
を
拝

し
、
夕
方
に
は
月
を
拝
し
、
う
や
う
や
し
く
拝
礼
さ
れ
た
。
泰
一
神
に
ま
み
え
る
に
は
、
雍
の
郊
の
礼
の
よ
う
に
さ
れ
た
。
そ
の

祝
詞
に
は
、「
天
、
は
じ
め
に
宝
鼎
と
め
と
ぎ
を
皇
帝
に
授
け
ら
れ
た
。
は
じ
め
に
朔
あ
り
て
、
今
ま
た
朔
、
天
の
周
期
は
一
巡

し
て
終
り
、
再
び
新
し
い
周
期
が
始
ま
る
。
皇
帝
つ
つ
し
み
て
拝
見
せ
ら
れ
よ
」
と
あ
っ
た
。
そ
し
て
衣
服
は
黄
色
を
尚
ん
だ
。

そ
の
祭
り
で
は
火
の
列
が
祭
壇
一
杯
に
満
ち
、
傍
に
は
調
理
の
道
具
が
置
か
れ
た
。
担
当
の
役
人
は
、「
祭
祀
の
時
、
上
空
に
光

が
あ
り
ま
し
た
」
と
い
い
、
大
臣
た
ち
は
、「
皇
帝
が
は
じ
め
て
泰
一
神
を
雲
陽
で
郊
見
さ
れ
、
係
り
の
役
人
が
六
寸
の
璧
と
め

で
た
き
よ
き
牛
を
供
え
て
祭
る
と
、
そ
の
夜
美
し
い
光
が
あ
ら
わ
れ
、
昼
に
な
る
と
黄
気
が
の
ぼ
っ
て
天
に
つ
ら
な
り
ま
し
た
」

と
い
っ
た
。
太
史
令
の
司
馬
談
と
祠
官
の
寛
舒
ら
は
、「
大
い
な
る
神
の
霊
が
福
さ
い
わ
い

の
よ
き
し
る
し
を
下
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

土
地
の
光
が
あ
ら
わ
れ
た
区
域
に
、
伏
羲
の
祭
壇
（
泰
畤
）
を
つ
く
り
、
瑞
祥
に
は
っ
き
り
と
答
え
る
べ
き
で
す
。
太
祝
の
官
に

管
理
さ
せ
、
秋
と
十
二
月
に
お
祭
り
を
し
、
二
年
に
一
度
、
天
子
が
郊
の
祭
り
を
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。

黄
庭
堅
の
詩
の
二
句
め
「
五
福
間
祀
迎
年
」
に
つ
い
て
任
淵
は
、「
詩
意
謂
皇
家
未
接
万
霊
、
而
特
祀
五
福
、
以
為
民
祈
年
之
故
爾
。

五
福
謂
五
福
太
一
、
蓋
十
神
之
一
。
太
一
金
鏡
経
具
載
其
詳
（
詩
の
意
味
は
、
哲
宗
は
も
ろ
も
ろ
の
神
は
お
迎
え
せ
ず
、
と
く
に
五
福

だ
け
を
祀
り
、
民
の
た
め
に
豊
年
を
祈
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
五
福
と
は
、
五
福
太
一
の
こ
と
、
十
神
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

唐
・
王
希
明
『
太
一
金
鏡
式
経
』
に
そ
の
詳
細
が
も
れ
な
く
記
載
さ
れ
て
い
る
）」
と
注
を
つ
け
て
い
る
。「
間
祀
」
の
注
に
は
、『
漢
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書
』「
郊
祀
志
」
の
「
立
泰
畤
壇
（
泰
畤
を
壇
に
立
つ
）」「
秋
及
臘
間
祠
（
秋
及
び
臘
に
間
祀
す
）」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
ま

長
々
と
引
用
し
た
最
後
の
部
分
、
太
史
令
の
司
馬
談
ら
が
奏
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
万
霊
未
対
甘
泉
、
五
福
間
祀
迎
年
」
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
太
一
が
漢
代
の
泰
一
の
祀
り
を
起
源
と
し
つ
つ
も
、

武
帝
が
不
老
長
寿
を
得
た
黄
帝
を
羨
ん
で
甘
泉
で
多
く
の
神
々
を
迎
え
よ
う
と
し
た
の
と
は
異
な
り
、
い
ま
の
天
子
哲
宗
は
五
福
太
一

だ
け
を
お
祀
り
し
て
、
豊
年
を
祈
願
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
迎
年
」
は
「
祈
年
」
に
同
じ
、
豊
年
を
祈
る
こ
と
。
任
淵

注
に
、『
漢
書
』「
郊
祀
志
」
の
「
黄
帝
為
五
城
十
二
楼
、
以
候
神
人
、
名
曰
迎
年
（
黄
帝
は
五
城
十
二
楼
を
為
り
、
以
て
神
人
を
候
つ
。

名
づ
け
て
迎
年
と
曰
う
）」
を
引
く
。

続
く
「
旍
旗
三
斿
半
偃
、
風
馬
雲
車
闖
然
」
は
、
旗
を
な
び
か
せ
、
風
馬
雲
車
に
乗
っ
て
神
が
降
臨
さ
れ
た
様
子
。
楚
辞
「
東
皇
太

一
」
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
儀
式
が
始
ま
っ
て
、
歌
や
舞
を
交
え
な
が
ら
神
を
迎
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
任
淵
は
こ
こ
で
も
、「
旍
旗
三

斿
」
の
注
に
『
漢
書
』「
郊
祀
志
」
の
「
為
伐
南
越
、
告
禱
泰
一
、
以
牡
荊
画
幡
、
象
泰
一
三
星
、
為
泰
一
鋒
旗
、
命
曰
霊
旗
（
南
越

を
伐
つ
為
に
、
告
げ
て
太
一
に
禱い
の

る
。
牡
荊
を
以
っ
て
幡
に
画
き
、
泰
一
三
星
を
象
り
、
泰
一
の
鋒
旗
と
為
し
、
命
し
て
霊
旗
と
曰

う
）」
や
、「
風
馬
雲
車
」
の
注
に
『
漢
書
』「
礼
楽
志
」
の
「
郊
祀
歌
曰
、
霊
之
車
結
玄
雲
、
霊
之
下
若
風
馬
（
郊
祀
歌
に
曰
く
、
霊

の
車
は
玄
雲
に
結
ば
れ
、
霊
の
下
る
や
風
馬
の
若
し
）」
な
ど
を
引
く
。

　
　

其
二

白
髦
下
金
神
節
、	

白
髦ぼ
う　

金
神
の
節
を
下
し

青
祝
携
御
爐
香
。	

青
祝　

御
爐
の
香
を
携
う

百
礼
尽
修
毫
祀
、	

百
礼　

尽
く
毫は
く

祀し

を
修
め
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九
歌
不
取
沈
湘
。	

九
歌　

沈
湘
を
取
ら
ず

白
毛
の
西
方
秋
の
神
（
に
扮
し
た
者
）
が
印
を
お
下
し
に
な
り
、
青
詞
に
天
子
の
薫
香
を
炊
き
込
め
て
太
一
神
に
奉
納
す
る
。

諸
々
の
儀
礼
は
漢
の
毫
県
の
人
（
謬
忌
の
こ
と
）
の
や
り
方
で
盛
大
に
行
わ
れ
、「
九
歌
」
が
歌
わ
れ
る
が
、
湘
水
に
身
を
沈

め
た
屈
原
の
思
い
は
と
ら
な
い
。

「
白
髦
」
は
、
任
淵
注
に
『
国
語
』「
晋
語
」
の
「
虢
公
夢
在
廟
有
神
、
人
面
白
毛
虎
爪
、
執
鉞
立
於
西
阿
。
公
覚
召
史
嚚
占
之
。
対

曰
、
如
君
之
言
、
則
蓐
収
也
（
虢か
く

公
夢
み
ら
く
、
廟
に
在
り
て
神
有
り
、
人
面
・
白
毛
・
虎
爪
に
し
て
、
鉞
を
執
り
て
西
阿
に
立
つ
。

公
覚
め
て
史
嚚ぎ
ん

を
召
し
て
之
を
占
わ
し
む
。
対
え
て
曰
く
、
君
の
言
の
如
く
ん
ば
則
ち
蓐
し
ょ
く
し
ゅ
う

収
な
り
）」
を
引
く
。
蓐
収
は
西
方
白
虎

を
象
徴
し
、
古
の
秋
官
。「
金
」
も
五
行
で
秋
に
配
当
さ
れ
る
。
西
太
一
宮
の
お
祀
り
は
立
秋
に
行
わ
れ
た
の
で
、「
白
髦
下
金
神
節
」

で
秋
を
象
徴
す
る
言
葉
を
用
い
た
。

続
く
「
青
祝
携
御
爐
香
」
は
、
色
彩
的
に
白
と
青
が
対
に
な
り
、
神
と
神
に
奉
仕
す
る
人
（
具
体
的
に
は
韓
川
）
と
が
対
に
な
る
。

任
淵
注
に
、「
青
祝
謂
内
出
青
詞
、
以
香
熏
之
乃
授
祠
官
、
使
祭
告
也
（
青
祝
は
、
内
制
の
青
詞
を
香
で
熏
じ
、
祠
官
が
奉
納
し
て
神

に
申
し
上
げ
る
こ
と
を
言
う
）」
と
あ
る
。

「
百
礼
」
は
、
任
淵
注
に
『
詩
経
』「
賓
之
初
筵
」
の
「
以
洽
百
礼
（
以
っ
て
百
礼
を
洽あ
わ

す
）」
を
引
く
。
光
り
か
が
や
く
祖
霊
を
楽

し
ま
せ
よ
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
供
物
を
合
わ
せ
整
え
る
こ
と
。「
毫
祀
」
は
、
漢
の
武
帝
に
泰
一
神
を
祀
る
や
り
方
を
伝
え
た
毫
人
繆
忌

の
こ
と
。

「
九
歌
」
は
、
楚
辞
の
「
九
歌
」。
こ
こ
も
「
百
礼
」
と
き
れ
い
な
対
に
な
っ
て
い
る
。「
沈
湘
」
は
任
淵
注
に
『
文
選
』
所
載
の

魏
・
李
康
「
運
命
論
」
に
「
屈
原
以
之
沈
湘
（
屈
原
は
之
を
以
て
湘
に
沈
む
）」
と
あ
る
の
を
引
く
。
屈
原
は
湘
水
に
身
を
投
げ
た
。
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「
九
歌
」
に
「
東
皇
太
一
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
な
ら
っ
た
歌
や
舞
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
入
水
し
た
屈
原
の
憂
愁
を
採
る
わ
け

で
は
な
い
。

　
　

其
三

紫
府
侍
臣
鳴
玉
、	

紫
府
の
侍
臣　

玉
を
鳴
ら
し

霜
台
御
史
生
風
。	

霜
台
の
御
史　

風
を
生
ず

官
燭
論
詩
未
了
、	
官
燭　

詩
を
論
じ
て
未
だ
了
ら
ず

知
秋
自
属
梧
桐
。	
秋
を
知
る
は　

自
ら
梧
桐
に
属し
ょ
く

す

天
神
の
住
ま
う
紫
府
の
侍
臣
（
中
書
舎
人
蘇
軾
の
こ
と
）
が
歩
く
と
腰
の
佩
玉
が
鳴
り
、
御
史
台
の
御
史
（
韓
川
の
こ
と
）
が

筆
を
執
る
と
筆
先
に
は
風
が
た
つ
。
官
燭
を
と
も
し
て
詩
を
い
つ
ま
で
も
論
じ
、
梧
桐
の
葉
の
揺
れ
る
音
に
、
秋
の
気
配
を
感

じ
る
。

「
紫
府
」
は
、
太
一
神
の
住
ま
う
と
こ
ろ
。
任
淵
は
、
晋
・
葛
洪
『
抱
朴
子
』「
袪
惑
」
の
「
項
曼
都
自
言
到
天
上
、
過
紫
府
、
金
牀

几
晃
晃
昱
昱
（
項
曼
都
自
ら
言
う
、
天
上
に
到
り
、
紫
府
を
過
れ
ば
、
金
の
牀
几
晃
晃
昱
昱
た
り
と
）」
を
引
く
。
唐
の
開
元
元
年
に

中
書
省
を
紫
微
省
、
中
書
舍
人
を
紫
微
舍
人
と
改
め
た
こ
と
か
ら
、「
紫
府
侍
臣
」
は
中
書
舍
人
と
し
て
祀
り
に
参
加
し
て
い
た
蘇
軾

を
指
す
と
思
わ
れ
る
。「
鳴
玉
」
は
、『
礼
記
』
に
「
行
則
鳴
佩
玉
（
行
け
ば
則
ち
佩
玉
鳴
る
）」
と
あ
り
、
君
子
は
車
に
乗
っ
て
い
る

と
き
は
鸞
和
の
声
を
聞
き
、
歩
い
て
行
く
と
き
は
腰
に
下
げ
た
玉
を
鳴
ら
す
と
さ
れ
る
。

「
霜
台
」
は
御
史
台
の
別
称
、「
御
史
」
は
弾
劾
を
司
る
。
監
察
御
史
の
韓
川
の
こ
と
。
任
淵
注
は
、
崔
篆
「
御
史
箴
」
の
「
簡
上
霜



19

西太一宮をお祀りする

凝
、
筆
端
風
起
（
簡
上
に
霜
凝
り
、
筆
端
に
風
立
つ
）」
を
引
く
。
韓
川
は
勅
命
を
受
け
て
、
詩
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
詩

に
黄
庭
堅
ら
が
次
韻
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
官
燭
」
は
、
官
吏
が
公
務
で
使
用
す
る
よ
う
支
給
さ
れ
る
蠟
燭
。
お
祀
り
は
夜
に
行
わ
れ
る
の
で
、
蝋
燭
を
と
も
し
て
、
詩
を
談

義
す
る
。
談
論
風
発
、
議
論
は
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
な
い
。

「
梧
桐
」
の
注
に
、
任
淵
は
王
安
石
「
五
更
」
の
「
只
聴
虫
声
已
無
夢
、
五
更
桐
葉
強
知
秋
（
只
だ
虫
声
を
聴
い
て
已
に
夢
無
く
、

五
更
の
桐
葉
に
強
い
て
秋
を
知
る
）」
を
引
く
。
五
更
は
、
あ
け
方
。
梧
桐
の
葉
の
揺
れ
る
音
に
、
秋
を
知
ら
さ
れ
る
。

　
　

其
四

泰
壇
下
瑞
雲
黄
、	

泰
壇　

瑞
下
り
て
雲
は
黄
ば
み

雨
師
灑
道
塵
香
。	

雨
師　

道
を
灑あ
ら

っ
て
塵
は
香
し

便
面
猶
承
墜
露
、	

便
面　

猶
お
墜
露
を
承
け
る
が
ご
と
く

金
鉦
半
吐
東
牆
。	

金
鉦　

半
ば
東
墻
に
吐
く

祭
壇
に
瑞
祥
が
降
り
て
黄
金
の
雲
が
現
れ
、
雨
の
神
に
道
は
洗
い
清
め
ら
れ
て
塵
も
払
わ
れ
、
か
ぐ
わ
し
い
。
甘
露
を
受
け
る

よ
う
に
扇
を
か
ざ
す
と
、
金
鉦
（
た
た
き
が
ね
）
の
よ
う
な
朝
日
が
東
の
墻
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
。

「
泰
壇
」
の
注
に
任
淵
は
、『
礼
記
』「
祭
法
」
の
「
燔
柴
於
泰
壇
、
祭
天
也
（
泰
壇
に
燔
柴
す
る
は
、
天
を
祭
る
な
り
）」
を
引
く
。

「
燔
柴
」
は
、
積
ん
だ
柴
の
上
で
玉
帛
や
犧
牲
を
焼
く
こ
と
。「
雲
黄
」
の
注
に
は
、『
漢
書
』「
郊
祀
志
」
に
「
武
帝
迎
鼎
至
甘
泉
、
至

中
山
、
晏
温
有
黄
雲
焉
（
武
帝
鼎
を
迎
え
て
甘
泉
に
至
り
、
中
山
に
至
り
て
、
晏
温
に
黄
雲
有
り
）」
を
引
く
。
汾
陰
で
民
衆
の
た
め
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に
土
地
神
を
祀
っ
て
い
た
ら
鼎
が
出
現
し
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
、
そ
の
鼎
を
迎
え
る
た
め
に
甘
泉
へ
出
か
け
、
中
山
ま
で
来
る
と
空

が
晴
れ
渡
っ
て
黄
色
い
雲
が
わ
き
お
こ
っ
た
、
と
い
う
。「
晏
温
」
は
、
晴
れ
て
温
か
い
こ
と
。
一
説
に
「
氤
氳
」
と
音
義
が
近
く
、

瑞
雲
が
垂
れ
る
さ
ま
、
と
い
う
。

「
雨
師
灑
道
塵
香
」
の
注
に
は
、
後
漢
・
班
固
「
東
都
賦
」
の
「
雨
師
汎
灑
、
風
伯
清
塵
（
雨
師
汎は
ん
し灑
し
、
風
伯
塵
を
清
む
）」
を
引

く
。
雨
の
神
は
道
に
水
を
ま
き
、
風
の
神
は
塵
を
払
う
、
の
意
。
ま
た
『
新
唐
書
』「
狄
仁
傑
伝
」
の
「
天
子
之
行
、
風
伯
清
塵
、
雨

師
灑
道
（
天
子
の
行
は
、
風
伯
塵
を
清
め
、
雨
師
道
を
灑
う
）」
を
引
く
。「
雨
師
」
は
、
古
代
の
伝
説
中
の
雨
を
司
る
神
。「
風
伯
」

は
、
神
話
中
の
風
神
。

「
泰
壇
下
瑞
雲
黄
、
雨
師
灑
道
塵
香
」
の
二
句
は
、
儀
式
の
よ
う
す
。
風
神
や
雨
神
に
扮
し
た
人
々
が
、
祭
壇
で
水
を
ま
い
て
清
め
、

恵
み
の
雨
が
降
っ
た
か
の
よ
う
な
演
出
を
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
便
面
」
は
、
扇
の
こ
と
。「
承
墜
露
」
の
注
に
は
、
後
漢
・
班
固
「
西
都
賦
」
に
「
抗
仙
掌
以
承
露
（
仙
掌
を
抗あ

げ
て
以
て
露
を
承

く
）」
を
引
く
。
漢
の
武
帝
は
、
銅
の
仙
人
を
建
て
、
銅
盤
玉
杯
を
捧
げ
持
た
せ
て
、
天
か
ら
の
仙
露
を
受
け
よ
う
と
し
た
。

「
金
鉦
」
は
楽
器
で
、
任
淵
は
蘇
軾
「
新
城
道
中
二
首
」
其
一
の
「
嶺
上
晴
雲
披
絮
帽
、
樹
頭
初
日
掛
銅
鉦
（
嶺
上	

雲
晴
れ
て
絮
帽

を
披
り
、
樹
頭
の
初
日	

銅
鉦
を
掛
く
）」
を
引
く
。
晴
れ
て
峰
に
は
綿
帽
子
の
よ
う
に
雲
が
か
か
り
、
樹
の
梢
に
昇
り
は
じ
め
の
太
陽

が
銅
鉦
（
た
た
き
が
ね
）
の
よ
う
に
掛
か
る
、
の
意
。「
初
日
」
は
、
昇
り
は
じ
め
た
太
陽
。

「
半
吐
」
は
、
な
か
ば
姿
を
現
す
こ
と
。
任
淵
は
杜
甫
「
法
鏡
寺
」
の
「
洩
雲
蒙
清
晨
、
初
日
翳
復
吐
（
洩
雲	

清
晨
に
蒙
と
し
て
、

初
日
翳
り
て
復
た
吐
く
）」
を
引
く
。
う
す
い
雲
が
朝
の
空
を
覆
い
、
昇
り
は
じ
め
た
太
陽
が
翳
っ
て
ま
た
姿
を
現
す
、
の
意
。

「
便
面
猶
承
墜
露
、
金
鉦
半
吐
東
牆
」
の
二
句
は
、
い
よ
い
よ
儀
式
も
終
盤
と
な
り
、
祈
り
の
功
あ
っ
て
恵
み
の
雨
が
降
り
注
ぎ
、

そ
れ
を
人
々
が
受
け
る
こ
ろ
、
夜
が
あ
け
て
東
の
ほ
う
に
太
陽
が
昇
り
始
め
る
様
子
か
と
思
わ
れ
る
。
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以
上
、
黄
庭
堅
の
「
次
韻
韓
川
奉
祠
西
太
一
宮
四
首
」
は
、
漢
の
武
帝
が
泰
一
を
祀
っ
た
時
の
記
録
を
随
所
に
織
り
込
み
な
が
ら
、

武
帝
が
不
老
長
寿
を
願
っ
て
祀
り
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
い
ま
の
天
子
は
民
衆
の
豊
年
を
祈
っ
て
太
一
を
お
祀
り
し
、
屈
原
の
よ
う
な

憂
愁
も
な
い
こ
と
を
詠
う
。
四
首
は
夜
中
の
儀
式
の
開
始
か
ら
夜
明
け
の
終
了
ま
で
を
描
写
し
、
楚
辞
に
描
か
れ
て
い
た
よ
う
な
神
の

降
臨
の
場
面
を
真
似
な
が
ら
も
、
国
家
祭
祀
と
し
て
洗
練
さ
れ
た
様
式
化
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
韓
川
や
蘇

軾
が
官
僚
と
し
て
お
役
目
を
立
派
に
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
称
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

三
、
蘇
軾
の
「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
四
首
」

蘇
軾
の
「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
四
首
」
は
、「
奉
勅
」
と
あ
る
の
で
黄
庭
堅
よ
り
先
に
公
的
な
立
場
で
作
っ
た
も
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
制
作
年
に
つ
い
て
説
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
黄
庭
堅
の
詩
を
先
に
見
た
。
太
一
に
関
す
る
信
仰
や
儀
式
の
様
子
に
つ
い
て

は
す
で
に
細
か
く
検
討
し
た
の
で
、
蘇
軾
の
詩
は
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

　
　

其
一

聖
主
新
除
秘
祝
、	

聖
主　

新
た
に
秘
祝
を
除
し

侍
臣
來
乞
豊
年
。	

侍
臣　

来
り
て
豊
年
を
乞
う

壽
宮
神
君
欲
至
、	

寿
宮　

神
君
至
ら
ん
と
欲
し

夜
半
霊
風
肅
然
。	

夜
半　

霊
風
肅
然
た
り

天
子
さ
ま
は
秘
祝
官
を
新
た
に
任
命
さ
れ
、
侍
臣
が
遣
わ
さ
れ
て
豊
年
を
祈
る
。
神
宮
に
神
君
（
太
一
）
が
降
臨
せ
ん
と
し
、
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夜
半
、（
神
仙
の
訪
れ
を
告
げ
る
）
霊
風
が
吹
い
た
。

　
　

其
二

玉
璽
親
題
御
筆
、	

玉
璽　

親
し
く
御
筆
を
題
し

金
童
来
侍
天
香
。	

金
童　

来
た
り
て
天
香
に
侍
す

礼
罷
祝
融
参
乗
、	

礼　

罷や

み　

祝
融　

参
乗
し

前
駆
已
過
衡
湘
。	
前
駆　

已
に
衡
湘
を
過
ぐ

天
子
さ
ま
の
勅
命
を
受
け
て
、
金
童
（
神
仙
の
侍
童
＝
行
香
使
の
韓
川
の
こ
と
）
が
天
香
を
お
守
り
す
る
。
礼
が
終
わ
る
と
祝

融
（
火
の
神
＝
行
香
使
の
こ
と
）
が
陪
乗
し
て
、
先
導
は
す
で
に
衡
山
と
湘
水
を
過
ぎ
て
い
っ
た
。

蘇
軾
の
詩
は
、
こ
の
二
首
が
儀
式
の
様
子
で
あ
る
。
黄
庭
堅
の
詩
に
「
九
歌
不
取
沈
湘
」
と
あ
っ
た
が
、
楚
辞
「
九
歌
」
は
「
東
皇

太
一
」
の
あ
と
に
「
雲
中
君
」「
湘
君
」
…
…
と
続
く
。
こ
れ
に
似
た
組
曲
の
よ
う
な
も
の
が
壇
上
で
展
開
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

其
三

解
剣
独
行
残
月
、	

剣
を
解
き　

独
り
残
月
に
行
き

披
衣
困
臥
清
風
。	

衣
を
披か
ぶ

り　

困
ん
で
清
風
に
臥
す

夢
蝶
猶
飛
旅
枕
、	

夢
蝶　

猶
お
旅
枕
に
飛
ぶ
が
ご
と
く

粥
魚
已
響
枯
桐
。	

粥
魚　

已
に
枯
桐
に
響
く
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役
目
を
終
え
て
剣
を
は
ず
し
、
ひ
と
り
暁
の
残
月
を
見
な
が
ら
宿
に
帰
り
、
衣
を
は
お
っ
て
疲
れ
て
微
か
な
風
に
吹
か
れ
な
が

ら
休
む
。
旅
枕
に
ま
だ
胡
蝶
が
夢
の
中
を
飛
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
朝
の
粥
が
炊
け
た
こ
と
を
告
げ
る
木
魚
の
音
が
も
う

響
い
て
い
る
。

白
居
易
「
客
中
月
」
詩
に
「
暁
随
残
月
行
、
夕
与
新
月
宿
（
暁
に
残
月
に
随
い
て
行
き
、
夕
に
新
月
と
与
に
宿
る
）」
と
あ
る
。
西

太
一
宮
で
の
お
祀
り
は
「
昏
か
ら
明
に
か
け
て
」
行
わ
れ
る
の
で
、
白
居
易
の
詩
と
は
朝
夕
逆
転
し
て
、
暁
の
残
月
を
見
る
こ
ろ
に
宿

へ
帰
る
の
で
あ
る
。

　
　

其
四

陂
水
初
含
暁
淥
、	

陂
水　

初
め
て
暁
淥
を
含
み

稲
花
半
作
秋
香
。	

稲
花　

半
ば
秋
香
を
作
す

皂
蓋
却
迎
朝
日
、	

皂
蓋　

却
っ
て
朝
日
を
迎
え

紅
雲
正
繞
宮
牆
。	

紅
雲　

正
に
宮
牆
を
繞
る

池
塘
の
水
は
暁
の
澄
ん
だ
色
を
見
せ
は
じ
め
、
稲
の
花
が
秋
香
（
金
木
犀
）
の
よ
う
に
開
き
は
じ
め
る
。
官
吏
は
黒
傘
を
か
ざ

し
て
朝
日
を
迎
え
、（
神
仙
の
い
る
処
に
現
れ
る
）
紅
雲
が
神
宮
（
西
太
一
宮
）
の
牆
を
と
り
ま
く
。

「
稲
花
」
と
あ
る
が
、
稲
の
花
は
朝
の
三
十
分
ほ
ど
咲
い
て
受
粉
し
、
お
よ
そ
三
十
日
で
実
（
米
）
が
な
る
。
お
祀
り
が
無
事
に
終

り
、
朝
日
に
照
ら
さ
れ
て
稲
の
花
が
金
木
犀
の
花
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
。
風
が
吹
い
て
「
稲
花
が
香
る
」
と
い
う
表
現
は
、
唐
詩
に
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い
く
つ
か
用
例
が
見
え
る
。

蘇
軾
の
詩
は
、
後
半
二
首
は
祀
り
が
終
わ
っ
た
後
の
様
子
で
、
祈
り
が
届
い
て
雨
が
降
り
、
豊
作
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
あ
ら

か
じ
め
お
祝
い
す
る
。

張
耒
の
「
和
子
瞻
西
太
一
宮
祠
二
首
」
は
、
蘇
軾
四
首
の
前
二
首
に
和
し
た
部
分
が
残
っ
て
い
る
。
や
や
遠
く
か
ら
儀
式
を
眺
め
て

い
た
よ
う
な
印
象
が
あ
り
、
黄
庭
堅
や
蘇
軾
ほ
ど
具
体
的
な
描
写
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
　

其
一

太
一
祥
儲
世
世
、	
太
一
の
祥
儲　

世
世
た
り

祠
宮
歳
事
年
年
。	

祠
宮
の
歳
事　

年
年
た
り

絳
節
霓
旌
何
処
、	

絳
節　

霓
旌　

何
処
に
か
あ
る

松
庭
玉
座
蕭
然
。	

松
庭　

玉
座　

蕭
然
た
り

　
　

其
二

玉
斝
清
晨
薦
酒
、	

玉
斝　

清
晨
に
酒
を
薦
め

天
風
静
夜
飄
香
。	

天
風　

静
夜
に
香
り
を
飄
わ
す

鳳
吹
管
截
孤
竹
、	

鳳
吹　

管
は
孤
竹
を
截
り

琴
弦
曲
奏
瀟
湘
。	

琴
弦　

曲
は
瀟
湘
を
奏
す

も
と
の
韓
川
の
詩
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
次
韻
し
た
蘇
軾
・
黄
庭
堅
・
張
耒
の
詩
は
韻
字
が
そ
ろ
っ
て
い
て
、
内
容
か
ら
も
同
じ
時
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に
同
じ
場
所
で
同
じ
体
験
を
共
有
し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
個
別
に
詩
人
の
詩
を
見
た
場
合
に
、
制
作
の
背
景
に
つ
い
て
限
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年

譜）
（（
（

』
で
は
「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
四
首
」
を
四
月
の
作
と
し
て
、「
次
韻
朱
光
庭
初
夏
。
奉
勅
祭
西
太
一
、
和
韓
川
韻
」
と
あ
る
。

清
・
王
文
誥
輯
注
『
蘇
軾
詩
集）

（1
（

』（
編
年
）
を
踏
襲
し
て
い
る
か
ら
で
、
巻
二
十
七
に
「
次
韻
朱
光
庭
初
夏
」「
次
韻
朱
光
庭
喜
雨
」
の

二
詩
に
続
い
て
、「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
四
首
」
が
あ
る
と
繋
年
の
根
拠
を
記
し
て
い
る
。

だ
が
王
文
誥
『
蘇
軾
詩
集
』
で
は
、「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
四
首
」
其
一
「
侍
臣
來
乞
豊
年
」
句
の
査
慎
行
注
に
、「
龐
元
英
文

昌
雑
録
、
祠
部
毎
歳
立
春
、
祭
東
太
一
宮
、
立
夏
立
冬
祭
中
太
一
宮
、
立
秋
祭
西
太
一
宮
」
を
引
い
て
、
立
秋
に
西
太
一
宮
を
祭
る
と

記
し
て
い
る
の
で
、
見
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
次
韻
朱
光
庭
初
夏
」「
次
韻
朱
光
庭
喜
雨
」
は
、
初
夏
に
雨
が
降
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ

詩
。
も
ち
ろ
ん
旧
暦
な
の
で
、
初
夏
は
四
月
で
あ
る
。
立
秋
は
七
月
。

鄭
永
暁
『
黄
庭
堅
年
譜
新
編
』
に
は
、「
七
月
初
め
、
蘇
軾
・
韓
川
ら
と
都
の
西
南
郊
外
の
西
太
一
宮
を
遊
覧
し
、
王
安
石
の
作
っ

た
題
壁
詩
二
首
を
見
た
。
こ
の
時
、
王
安
石
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
王
安
石
が
創
立
し
た
新
法
も
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
廃
止
さ
れ

て
い
て
、
感
慨
ひ
と
し
お
で
あ
り
、
そ
こ
で
追
和
す
る
詩
数
首
を
作
っ
た）

（1
（

」
と
あ
る
。
王
文
誥
『
蘇
軾
詩
集
』
に
も
、「
奉
勅
祭
西
太

一
和
韓
川
韻
四
首
」
の
次
に
「
西
太
一
見
王
荊
公
旧
詩
、
偶
次
其
韻
二
首
」
を
載
せ
る
。
こ
れ
を
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』
で
は
、
九
月

の
作
と
す
る）

（1
（

。

西
太
一
宮
に
、
王
安
石
が
題
壁
し
た
詩
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
蘇
軾
と
黄
庭
堅
が
次
韻
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

蘇
軾
ら
は
西
太
一
宮
に
「
遊
覧
」
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
立
秋
の
日
に
西
太
一
宮
の
お
祀
り
に
お
役
目
と
し
て
参
加
し
た
の
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
儀
式
が
お
わ
っ
て
朝
と
な
り
、
都
へ
も
ど
る
前
に
、
王
安
石
の
題
壁
詩
に
和
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
諸
篇
の
制
作
の
時
期
を
整

理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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四
月
、
蘇
軾
「
次
韻
朱
光
庭
初
夏
」「
次
韻
朱
光
庭
喜
雨
」

七
月
立
秋
、
西
太
一
宮
を
祀
る
。

　

韓
川
「
奉
祠
西
太
一
宮
四
首
」（
散
逸
）

　

蘇
軾
「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
四
首
」

　

黄
庭
堅
「
次
韻
韓
川
奉
祠
西
太
一
宮
四
首
」

　

張
耒
「
和
子
瞻
西
太
一
宮
祠
二
首
」

七
月
、
西
太
一
宮
で
王
安
石
「
題
西
太
乙
宮
壁
二
首
」
を
見
る
。

　

蘇
軾
「
西
太
一
見
王
荊
公
旧
詩
、
偶
次
其
韻
二
首
」

　

黄
庭
堅
「
次
韻
王
荊
公
題
西
太
乙
宮
壁
二
首
」「
有
懐
半
山
老
人
再
次
韻
二
首
」

九
月
十
二
日
、
蘇
軾
、
翰
林
学
士
と
な
る
。

四
、
王
安
石
の
西
太
一
宮
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

王
安
石
の
「
題
西
太
一
宮
壁
二
首
」
は
、
三
十
年
前
に
訪
れ
た
西
太
一
宮
を
、
再
び
訪
れ
て
の
感
興
を
詠
う
。

　
　

其
一

柳
葉
鳴
蜩
緑
暗
、	

柳
葉　

鳴
蜩　

緑
暗
く

荷
花
落
日
紅
酣
。	

荷
花　

落
日　

紅
酣
な
り
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三
十
六
陂
春
水
、	

三
十
六
陂　

春
の
水

白
頭
想
見
江
南
。	

白
頭　

江
南
を
想
見
す

　
　

其
二

三
十
年
前
此
地
、	

三
十
年
前　

此
の
地

父
兄
持
我
東
西
。	

父
兄　

我
を
持
し
て
東
西
す

今
日
重
来
白
首
、	
今
日　

重
ね
て
来
れ
ば
白
首

欲
尋
陳
迹
都
迷
。	
陳
迹
を
尋
ね
ん
と
欲
す
れ
ど
都す
べ

て
迷
う

王
安
石
は
、
撫
州
臨
川
（
今
の
江
西
省
）
の
人
。
地
方
官
だ
っ
た
父
と
初
め
て
都
に
来
た
の
が
景
祐
三
年
（
一
○
三
六
）、
十
六
歳

の
時
。
王
安
石
が
進
士
に
合
格
し
た
の
が
慶
暦
二
年
（
一
○
四
二
）、
最
初
に
西
太
一
宮
を
訪
れ
た
の
は
、
ま
だ
登
第
す
る
前
の
こ
と

で
あ
る
。
官
途
に
つ
い
て
か
ら
は
、
家
族
も
多
か
っ
た
た
め
、
中
央
官
僚
よ
り
給
料
が
よ
か
っ
た
地
方
官
を
歴
任
す
る
が
、
政
治
改
革

を
訴
え
る
上
奏
文
が
神
宗
の
目
に
と
ま
り
、
翰
林
学
士
に
抜
擢
さ
れ
、
熙
寧
元
年
（
一
○
六
八
）
四
月
、
中
央
政
界
に
も
ど
っ
た
。
四

十
八
歳
。
前
回
訪
れ
て
か
ら
ほ
ぼ
三
十
年
後
で
あ
り）

（1
（

、
詩
中
の
内
容
と
符
合
す
る
。

「
三
十
六
陂
」
と
あ
る
の
は
、
都
を
東
西
に
流
れ
る
汴
河
に
あ
る
堤
防
の
こ
と
。
神
宗
の
元
豊
二
年
（
一
○
七
九
）
に
、
水
不
足
解

消
の
た
め
に
洛
水
と
汴
河
を
つ
な
ぐ
工
事
を
し
た
。
新
法
に
よ
る
改
革
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

西
太
一
宮
が
建
て
ら
れ
た
八
角
鎮
は
、
都
城
の
西
の
順
天
門
外
に
あ
る
。
長
年
親
し
ん
で
き
た
江
南
の
春
の
水
辺
の
風
景
が
、
目
の

前
の
風
景
に
重
な
る
。
し
か
し
若
い
頃
に
連
れ
て
き
て
く
れ
た
父
は
も
う
い
な
い
し
、
自
分
も
す
っ
か
り
白
髪
頭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

過
去
と
現
在
の
時
間
の
対
比
、
柳
の
緑
と
ハ
ス
の
赤
の
色
彩
の
対
比
、
北
方
の
都
汴
京
と
地
方
官
と
し
て
過
ご
し
た
江
南
の
空
間
の
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対
比
。
濃
く
繁
る
柳
の
枝
の
蔭
で
、
短
い
命
を
惜
し
む
か
の
よ
う
に
鳴
く
セ
ミ
と
、
沈
み
ゆ
く
夕
陽
に
染
め
ら
れ
る
ハ
ス
の
花
。

「
酣
」
は
、
最
盛
期
を
す
ぎ
て
衰
退
に
向
か
う
ポ
イ
ン
ト
を
い
う
。
思
い
出
の
中
の
春
の
江
南
で
は
な
く
、
目
の
前
に
広
が
る
の
は
夏

の
終
わ
り
の
風
景
で
あ
る
。
無
限
の
時
間
の
中
で
有
限
の
命
を
尽
く
そ
う
と
す
る
可
憐
な
虫
や
花
と
、
老
い
て
ゆ
く
自
分
、
若
い
頃
の

自
分
を
連
れ
て
き
て
く
れ
た
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
父
。
河
の
流
れ
の
よ
う
に
時
は
移
ろ
い
、
詩
人
の
心
は
水
の
よ
う
に
澄
ん
で
、
白

く
、
灰
の
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

感
傷
的
に
読
み
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
王
安
石
に
は
「
西
太
一
宮
楼
」
も
あ
る
。

草
際
芙
蕖
零
落
、	
草
際　

芙
蕖　

零
落
し

水
辺
楊
柳
欹
斜
。	

水
辺　

楊
柳　

欹
斜
す

日
暮
炊
煙
孤
起
、	

日
暮
れ
て
炊
煙
孤
り
起
ち

不
知
魚
網
誰
家
。	

知
ら
ず　

魚
網　

誰
が
家
ぞ

ハ
ス
の
花
は
枯
れ
、
夕
餉
の
仕
度
に
置
き
っ
ぱ
な
し
に
さ
れ
て
い
る
漁
の
網
、
水
村
の
風
景
を
詠
っ
て
い
る
。
同
じ
時
の
作
で
あ
る

と
す
れ
ば
、「
題
西
太
一
宮
壁
二
首
」
の
ハ
ス
が
「
紅
酣
」
だ
っ
た
の
は
「
落
日
」
に
照
ら
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
の
太
陽
が
沈
む

と
そ
こ
に
見
え
た
の
は
枯
れ
た
姿
、
季
節
は
夏
の
終
わ
り
で
は
な
く
秋
の
始
ま
り
、
す
な
わ
ち
立
秋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
王
安
石
に

は
「
西
太
一
宮
立
秋
祝
文
」（『
臨
川
文
集
』
巻
四
十
六
）
も
残
っ
て
お
り
、
西
太
一
宮
へ
行
っ
た
の
は
や
は
り
祭
祀
の
た
め
だ
っ
た
か

も
知
れ
な
い）

（1
（

。

王
安
石
の
題
壁
詩
を
見
て
、
蘇
軾
は
「
此
れ
老
野
狐
精
な
り
」
と
感
心
し
、
追
和
の
詩
を
作
っ
た
と
い
う
（
宋
・
蔡
條
『
西
清
詩
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話
』）。
黄
庭
堅
も
ま
た
次
韻
し
た
。

　
　

蘇
軾
「
西
太
一
見
王
荊
公
旧
詩
偶
次
其
韻
二
首
」

秋
早
川
原
浄
麗
、
雨
余
風
日
清
酣
、
従
此
帰
耕
剣
外
、
何
人
送
我
池
南
。

但
有
樽
中
若
下
、
何
須
墓
上
征
西
。
聞
道
烏
衣
巷
口
、
而
今
煙
草
萋
迷
。

　
　

黄
庭
堅
「
次
韻
王
荊
公
題
西
太
乙
宮
壁
二
首
」

風
急
啼
烏
未
了
、
雨
来
戦
蟻
方
酣
、
真
是
真
非
安
在
、
人
間
北
看
成
南
。

晩
風
池
蓮
香
度
、
暁
日
官
槐
影
西
。
白
下
長
干
夢
到
、
青
門
紫
曲
塵
迷
。

こ
の
時
、
王
安
石
は
も
う
世
に
い
な
い
。
倉
田
淳
之
助
氏
は
黄
庭
堅
の
一
首
め
に
つ
い
て
、「
前
二
句
は
目
前
の
景
で
あ
っ
て
も
、

風
雨
に
よ
る
鳥
蟻
の
混
乱
を
述
べ
、
後
に
是
非
定
め
難
い
こ
と
を
い
う
の
は
、
熙
寧
・
元
豊
の
間
に
、
王
安
石
が
新
法
政
治
を
行
な
い
、

人
民
が
動
揺
し
、
元
祐
の
今
、
新
法
が
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
波
瀾
を
指
し
て
詠
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

（1
（

」
と
い
う
。

宋
・
蔡
條
『
西
清
詩
話
』
に
は
「
元
祐
間
、
東
坡
奉
祠
西
太
一
宮
、
見
公
旧
題
両
絶
、
注
目
久
之
、
曰
『
此
老
野
狐
精
也
』、
遂
次

其
韻
」
と
あ
り
、
蘇
軾
が
西
太
一
宮
に
奉
祠
し
た
時
に
、
か
つ
て
王
安
石
が
題
壁
し
た
絶
句
二
首
を
見
た
と
、
制
作
の
経
緯
が
明
確
に

記
録
さ
れ
て
い
る
。
蔡
條
は
、
徽
宗
朝
で
新
法
を
推
進
し
旧
法
党
に
大
弾
圧
を
加
え
た
蔡
京
の
子
で
あ
る
。

し
か
し
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
南
宋
の
何
汶
の
『
竹
荘
詩
話
』
に
な
る
と
、「
蘇
子
瞻
作
翰
林
日
、
因
休
沐
、
邀
門
下
士
西
至
太
乙

宮
、
見
王
荊
公
旧
題
六
言
云
云
（
蘇
軾
が
翰
林
学
士
だ
っ
た
頃
、
休
日
に
門
下
生
を
連
れ
て
西
太
一
宮
へ
行
き
、
王
安
石
の
旧
題
壁
六
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言
詩
を
見
た
…
）」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
資
料
と
し
て
、
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』
は
九
月
に
、「
邀
黄
庭
堅
等
至
太
乙
宮
、
見
王
安

石
旧
題
六
言
、
次
韻
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
九
月
と
す
る
の
は
、
蘇
軾
が
翰
林
学
士
に
な
っ
た
の
が
九
月
十
二
日
だ
か
ら
で
、
孔
凡
礼

『
蘇
軾
年
譜
』
で
は
「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
四
首
」
を
四
月
に
繋
年
し
て
い
た
の
で
、
西
太
一
宮
に
二
回
行
っ
た
こ
と
に
な
る）

（1
（

。

九
月
は
旧
暦
で
は
秋
の
終
わ
り
に
な
り
、
蘇
軾
詩
の
「
秋
早
川
原
浄
麗
」
句
の
情
景
と
も
ず
れ
る
。

詩
は
残
っ
た
け
れ
ど
も
、
詩
を
作
っ
た
背
景
は
容
易
に
忘
れ
ら
れ
、
興
味
深
い
佳
話
だ
け
が
増
幅
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

王
安
石
が
残
し
た
題
壁
詩
を
見
て
、
よ
ほ
ど
感
慨
深
か
っ
た
の
か
、
黄
庭
堅
は
「
有
懐
半
山
老
人
再
次
韻
二
首
」
も
作
っ
た
。「
次

韻
王
荊
公
題
西
太
乙
宮
壁
二
首
」
と
同
じ
韻
を
用
い
て
い
る
。
其
一
に
云
う
、

短
世
風
驚
雨
過
、	

短
世　

風
驚
き　

雨
過
ぎ

成
功
夢
迷
酒
酣
。	

成
功　

夢
は
迷
い　

酒
は
酣

草
玄
不
妨
準
易
、	

玄
を
草
す
る
易
に
準な
ら

う
を
妨
げ
ず

論
詩
終
近
周
南
。	

詩
を
論
ず
れ
ば
終
に
周
南
に
近
し

そ
の
短
い
人
生
は
、
風
が
吹
き
雨
が
通
り
過
ぎ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
政
治
的
な
成
功
は
、
夢
の
中
か
酒
に
酔
っ
た
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
学
問
は
、
漢
の
楊
雄
が
『
周
易
』
に
な
ら
っ
て
『
大
玄
』
を
作
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
詩
に
つ
い
て
言
え

ば
、「
周
南
」
に
近
い
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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王
安
石
は
科
挙
に
よ
る
人
材
登
用
だ
け
で
な
く
、
大
学
で
学
生
を
教
育
し
て
人
材
を
国
家
が
育
成
す
る
方
法
を
模
索
し
、
学
舎
を
増

や
し
た
だ
け
で
な
く
、
教
科
書
的
な
も
の
も
編
纂
し
た
。『
周
礼
』『
詩
経
』『
書
経
』
に
対
す
る
注
釈
書
『
三
経
新
義
』
を
作
り
、
学

官
に
立
て
た
（
い
ま
伝
わ
る
の
は
『
周
礼
新
義
』
の
み
）。
三
句
め
は
、
こ
の
こ
と
を
言
う
。
ち
な
み
に
周
邦
彦
は
、
拡
充
さ
れ
た
太

学
三
舎
生
の
一
人
と
し
て
「
汴
都
賦
」
を
献
上
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
周
南
」
は
『
詩
経
』
国
風
の
第
一
で
あ
り
、
詩
風
が
こ
れ
に
近

い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
以
上
な
い
誉
め
言
葉
で
あ
る
。

哲
宗
の
元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
秋
、
王
安
石
が
熱
心
に
推
し
進
め
た
新
法
は
次
々
に
廃
止
さ
れ
、
都
か
ら
離
れ
た
隠
棲
の
地
で
失

意
の
う
ち
に
王
安
石
が
亡
く
な
っ
て
半
年
ほ
ど
た
っ
て
い
た
。
黄
庭
堅
は
、
政
治
状
況
が
ど
う
変
化
し
よ
う
と
も
、
王
安
石
の
学
問
と

詩
は
確
固
と
し
て
残
っ
た
、
と
そ
の
死
を
悼
み
、
魂
を
慰
め
た
。

そ
の
後
ま
た
政
治
状
況
は
変
化
し
て
、
黄
庭
堅
も
旧
法
党
大
弾
圧
の
時
代
に
辺
境
の
地
で
亡
く
な
り
、
著
作
は
発
行
禁
止
に
な
っ
た
。

蘇
軾
も
同
じ
。
し
か
し
ど
の
よ
う
に
弾
圧
し
よ
う
と
も
、
二
人
の
学
問
と
詩
も
ま
た
、
確
固
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）
張
耒
（
一
○
五
四
～
一
一
一
四
）、
字
は
文
潜
。
蘇
軾
の
門
下
で
、
黄
庭
堅
・
晁
補
之
・
秦
観
と
と
も
に
「
蘇
門
四
学
士
」
と
称
さ
れ
る
。

神
宗
熙
寧
六
年
（
一
○
七
三
）
の
進
士
。
黄
庭
堅
に
は
、「
次
韻
答
張
文
潜
恵
寄
」「
奉
和
文
潜
贈
咎
篇
末
多
以
見
及
以
既
見
君
子
云
胡
不

喜
為
韻
」「
以
団
茶
洮
州
緑
石
研
贈
無
咎
文
潜
」「
次
韻
文
潜
同
遊
王
舎
人
園
」
な
ど
、
張
耒
と
応
酬
し
た
詩
が
多
数
あ
る
。
元
豊
元
年
（
一

○
七
八
）
に
寿
安
尉
と
な
り
、
七
年
に
咸
平
丞
に
遷
る
。
哲
宗
元
祐
元
年
（
一
○
八
六
）
当
時
、
秘
書
省
正
字
・
著
作
佐
郎
に
任
命
さ
れ
、

著
作
郎
と
史
院
検
討
官
を
兼
任
し
た
。
蘇
軾
や
黄
庭
堅
と
同
じ
く
新
旧
の
党
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
旧
法
党
と
し
て
徽
宗
が
即
位
す
る
と
黄

州
通
判
と
な
り
、
崇
寧
元
年
（
一
一
○
二
）
に
は
隠
退
し
て
多
く
の
門
人
を
指
導
し
、
宛
丘
先
生
と
呼
ば
れ
た
。

（
２
）
藤
野
岩
友
『
楚
辞
（
漢
詩
選
３
）』、
集
英
社
、
一
九
九
六
年
。
初
版
は
、
集
英
社
漢
詩
大
系
、
一
九
六
七
年
。



32

（
３
）
以
下
、
九
宮
貴
神
と
十
神
太
一
に
つ
い
て
は
、
坂
出
祥
伸
「
北
宋
に
お
け
る
十
神
太
一
と
九
宮
貴
神
」（『
関
西
大
学
中
国
文
学
会
紀
要
』

第
七
号
、
一
九
七
八
年
、
五
二
～
七
○
頁
）、
に
よ
る
。

（
４
）
沈
括
撰
・
梅
原
郁
訳
注
『
夢
渓
筆
談
１
』、
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
、
七
七
頁
よ
り
。

（
５
）
清
・
宋
継
郊
撰
、
王
晟
・
李
景
文
・
劉
璞
玉
点
校
『
東
京
志
略
』、
十
七
「
神
祠
」
の
「
西
太
一
宮
」
項
、
河
南
大
学
出
版
社
、
一
九
九

九
年
、
六
一
八
～
六
二
一
頁
、
参
照
。
引
用
中
、「
慶
歴
」
は
「
慶
暦
」
に
改
め
た
。

（
６
）
三
田
村
圭
子
「
唐
・
宋
代
の
青
詞
作
成
の
担
い
手
た
ち
」（『
専
修
人
文
論
集
』
九
七
号
、
二
○
一
五
年
、
二
七
～
四
四
頁
）、
参
照
。

（
７
）	

孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
八
年
）、
鄭
永
暁
『
黄
庭
堅
年
譜
新
編
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

（
８
）
黄
庭
堅
の
詩
に
は
、
晩
年
の
弟
子
で
あ
る
任
淵
が
注
し
た
『
山
谷
詩
集
注
』
二
十
巻
が
あ
る
。
そ
の
現
存
す
る
も
っ
と
も
古
い
テ
キ
ス

ト
は
、
日
本
の
市
立
米
沢
図
書
館
が
所
蔵
す
る
南
宋
の
刻
本
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
『
黄
庭
堅
詩
集
注
』（
中
華
書
局
、
二
○
○
三
年
）

を
底
本
と
す
る
。『
山
谷
詩
集
注
』
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「『
山
谷
詩
集
注
』
を
読
む
た
め
に
」（
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
『
言
語
・
文

化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
第
48
号
、
二
〇
一
六
年
、
六
三
～
八
九
頁
）、
参
照
。

（
９
）
班
固
撰
、
狩
野
直
禎
・
西
脇
常
記
注
『
漢
書
郊
祀
志
』、
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
、
参
照
。

（
10
）
狩
野
直
禎
・
西
脇
常
記
注
『
漢
書
郊
祀
志
』、
一
一
七
～
一
二
八
頁
。

（
11
）
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』、
七
一
八
頁
。

（
12
）
清
・
王
文
誥
輯
注
、
孔
凡
礼
点
校
『
蘇
軾
詩
集
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
。

（
13
）
鄭
永
暁
『
黄
庭
堅
年
譜
新
編
』、
一
六
九
頁
。

（
14
）
孔
凡
礼
『
蘇
軾
年
譜
』、
七
四
二
頁
。

（
15
）
李
徳
身
『
王
安
石
詩
文
繋
年
』、
陝
西
人
民
教
育
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
参
照
。

（
16
）「
中
太
一
宮
立
冬
祝
文
」「
九
宮
貴
神
祝
文
」
も
同
じ
く
『
臨
川
文
集
』
巻
四
十
六
に
あ
る
。

（
17
）
倉
田
淳
之
助
注
『
黄
庭
堅
』、
漢
詩
選
12
、
一
九
九
七
年
（
初
版
は
漢
詩
大
系
18
、
一
九
六
七
年
）、
集
英
社
、
一
一
六
頁
。

（
18
）
清
・
王
文
誥
輯
注
『
蘇
軾
詩
集
』（
編
年
）
は
、
巻
二
十
七
に
「
次
韻
朱
光
庭
初
夏
」「
次
韻
朱
光
庭
喜
雨
」「
奉
勅
祭
西
太
一
和
韓
川
韻
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四
首
」「
西
太
一
見
王
荊
公
旧
詩
偶
次
其
韻
二
首
」
と
並
べ
る
。


